
佐賀県商業エリ ア集客イ ベント 事業費補助金交付要綱 

 

（ 趣 旨）  

第１ 条 知事は、 物価高騰によ る 消費の冷え込みが懸念さ れる 中、 商店街等商業エリ アに人を呼

び込み、 地域商業を活性化する ためのイ ベント 等自発的な取組みを実施する 事業者に対し 、 予算

の範囲内において、 佐賀県商業エリ ア集客イ ベント 事業費補助金（ 以下「 補助金」 と いう 。） を交

付する 。 なお、 同補助金については、 補助金等に係る 予算の執行の適正化に関する 法律（ 昭和 30

年（ 1955 年） 法律第 179 号。 以下「 法」 と いう 。）、 補助金等に係る 予算の執行の適正化に関する

法律施行令（ 昭和 30 年（ 1955 年） 政令第 255 号。 以下「 令」 と いう 。）、 佐賀県補助金等交付規

則（ 昭和 53 年佐賀県規則第 13 号。 以下「 規則」 と いう 。） 及びこ の要綱に定める と こ ろによ る 。  

 

（ 定 義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる 用語の定義は、 当該各号に定める と こ ろによ る 。  

（ １ ） 中小・ 小規模企業者（ 個人事業者を含む。 以下「 中小・ 小規模企業者等」 と いう 。）  

  中小企業支援法第２ 条第１ 項第１ 号から 第３ 号で規定する 中小企業者と し 、 次のいずれかに

該当する 中小企業は除く 。  

  ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２ 分の１ 以上を同一の大企業が所有し ている 中

小企業 

  イ  発行済株式の総数又は出資金額の総額の３ 分の２ 以上を大企業が所有し ている 中小企業 

  ウ  大企業の役員又は職員を兼ねている 者が、 役員総数の２ 分の１ 以上を占めている 中小企

業 

（ ２ ） 地域活性化団体 

商店街等商業エリ アに人を呼び込み、 地域商業の活性化を目的と し て活動する 、 任意に組

織さ れた団体をいう 。  

（ ３ ） 商業エリ ア 

令和 7 年度佐賀県プレミ アム付商品券・ ク ーポン券発行支援事業費補助金の採択を受けた商

店街、 商工団体、 業界団体等に所属する 店舗等が所在する 地域ま たは同地域ま で人の回遊が見

込める と 知事が認める 地域をいう 。  

 

（ 補助事業者）  

第３ 条 補助金の交付対象者（ 以下「 補助事業者」 と いう 。） は、 次に掲げる 全ての要件を満たす

者と する 。  

（ １ ） 次に掲げる アから オま でのいずれかに該当する こ と  

ア 中小・ 小規模企業者等 

イ  商店街、 商工団体、 業界団体等 

ウ  N PO 法人 

エ 地域活性化団体 

オ その他、 知事が適当と 認める 事業者等 

（ ２ ） 一定の規約を有し 、 かつ、 代表者が明ら かである こ と 。 地域活性化団体の場合は、 その構

成員等が確認でき る こ と 。  

（ ３ ） 本事業を的確に遂行する 組織、 人員等を有し ている こ と 。  



（ ４ ） 本事業を円滑に遂行する ために必要な経営基盤を有し 、 かつ、 資金等について十分な管理

能力を有し ている こ と 。  

（ ５ ） 佐賀県内に主たる 事業所又は活動の拠点を有し ている こ と 。  

（ ６ ） 次に掲げる アから オま でのいずれにも 該当し ないこ と 。  

ア 国、 法人税法別表第一に規定する 公共法人 

イ  風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する 法律に規定する「 性風俗関連特殊営業」、 当該

営業に係る 「 接客業務受託営業」 を行う 事業者 

ウ  政治団体 

エ 宗教上の組織若し く は団体 

オ アから エま でに掲げる 者のほか、 補助金の趣旨・ 目的に照ら し て適当でないと 知事が判断

する 者 

２  補助事業者は、 自己又は自社の役員等が、 次の各号のいずれにも 該当する 者であってはなら

ない。  

（ １ ） 暴力団（ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第 77 号） 第２ 条

第２ 号に規定する 暴力団をいう 。 以下同じ 。）  

（ ２ ） 暴力団員（ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条第６ 号に規定する 暴力

団員をいう 。 以下同じ 。）  

（ ３ ） 暴力団員でなく なった日から ５ 年を経過し ない者 

（ ４ ） 自己、 自社若し く は第三者の不正な利益を図る 目的又は第三者に損害を与える 目的をも っ

て暴力団又は暴力団員を利用し ている 者 

（ ５ ） 暴力団又は暴力団員に対し て資金等を提供し 、 又は便宜を供与する 等直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し 、 又は関与し ている 者 

（ ６ ） 暴力団又は暴力団員と 社会的に非難さ れる べき 関係を有し ている 者 

（ ７ ） 暴力団又は暴力団員である こ と を知り ながら こ れら を利用し ている 者 

３  補助事業者は、 次の各号のいずれにも 該当する 者であってはなら ない。  

 （ １ ） 前項の（ ２ ） から （ ７ ） までに掲げる 者が、 その経営に実質的に関与し ている 法人その他

の団体又は個人 

（ ２ ） 法令遵守上の問題を抱える 者 

 

（ 補助対象事業）  

第４ 条 本補助金の交付対象と なる 事業（ 以下「 補助事業」 と いう 。） は、 補助事業者が、 対象と

なる 商店街等商業エリ アへの回遊・ 個人消費を喚起する こ と で地域商業の活性化を図る ために実

施する ソ フト 事業と する 。  

 

（ 補助対象経費及び補助率）  

第５ 条 補助対象経費（ 以下「 補助対象経費」 と いう 。） 及び補助率は、 別表１ 及び別表２ に定め

る と おり と する 。  

２  補助事業者が国、地方公共団体又はその他民間団体によ る 本補助金以外の補助金申請を行って

いる 場合、 その補助金で対象経費と さ れている も のについては、 本補助金の補助対象経費と す

る こ と はでき ない。  

 

（ 補助金の交付申請）  



第６ 条 規則第３ 条第１ 項に規定する 補助金交付申請書は、 様式第１ 号のと おり と する 。  

２  前項の補助金交付申請書の提出期限は、 知事が別に定める 期日ま でと し 、 申請は佐賀県行政

手続等における 情報通信の技術の利用に関する 条例（ 平成 16 年佐賀県条例第 28 号） 第３ 条第

１ 項の規定に基づき 、 電子情報処理組織を使用し て行う こ と ができ る 。  

３  前項の電子情報処理組織で使用する 電子計算機は、 自治体向け LGWAN 対応 W EB フォ ーム

サービス  LoGo フォ ームを指定する 。  

４  規則第４ 条第３ 項に規定する 補助金等の交付の申請が到達し てから 当該申請に係る 補助金等

の交付の決定をする ま でに通常要すべき 標準的な期間は、 30 日と する 。  

５  補助事業者は、 第１ 項の申請をし よ う と する と き は、 当該補助金に係る 消費税及び地方消費

税に係る 仕入控除税額（ 補助対象経費に含ま れる 消費税及び地方消費税相当額のう ち、 所得税

法及び消費税法の一部を改正する 法律（ 平成６ 年法律第１ ０ ９ 号） 及び地方消費税法等の一部

を改正する 法律（ 平成６ 年法律第１ １ １ 号） の規定によ り 仕入に係る 消費税額及び地方消費税

額と し て控除でき る 部分の金額に補助率を乗じ て得た金額をいう 。以下同じ 。）がある 場合には、

こ れを減額し て交付申請し なければなら ない。 ただし 、 申請時において当該補助金に係る 消費

税及び地方消費税に係る 仕入控除税額が明ら かでないも のについては、 こ の限り でない。  

 

（ 補助金の交付の条件）  

第７ 条 規則第５ 条の規定によ り 、 補助金の交付に付する 条件は、 次の各号に掲げる と おり と す

る 。  

（ １ ）  規則及びこ の要綱の規定に従う こ と 。  

（ ２ ）  補助事業に要する 経費の配分又は補助事業の内容を変更する 場合においては、知事の承認

を受ける こ と 。 ただし 、 補助目的及び効果に関係し ない程度の事業計画の軽微な変更であっ

て、 補助金額に変更を及ぼさ ない場合は、 こ の限り でない。  

（ ３ ） 補助事業を行う ために締結する 契約については、 佐賀県ロ ーカル発注促進要領（ 平成２ ４

年１ ０ 月９ 日付商第１ ２ ５ １ 号） のと おり 県内企業と 契約する よ う に努める こ と 。  

（ ４ ） 補助事業を中止し 、 又は廃止する 場合には、 あら かじ め知事の承認を受ける こ と 。  

（ ５ ） 補助事業が予定の期間内に完了し ない場合又は補助事業の遂行が困難と なった場合には、

速やかに知事に報告し てその指示を受ける こ と 。  

（ ６ ） 補助事業に係る 収入及び支出を明ら かにし た帳簿及び証拠書類を整備し 、 補助事業完了後

５ 年間保管する こ と 。  

２  前項第２ 号の規定によ り 、 知事に変更の承認を受けよ う と する 場合の変更承認申請書は、 様

式第２ 号のと おり と する 。  

３  前項第４ 号の規定によ り 、 知事に中止又は廃止の承認を受けよ う と する 場合の中止又は廃止

承認申請書は、 様式第３ 号のと おり と する 。  

 

（ 状況報告）  

第８ 条 補助事業者は、 補助事業遂行の状況について、 知事の要求があったと き は、 事業の遂行

状況報告書を作成し 、 提出し なければなら ない。  

２  前項に規定する 事業遂行状況報告書は、 様式第４ 号のと おり と する 。  

 

（ 事故の報告）  

第９ 条 補助事業者は、 補助事業が予定の期間内に完了する こ と ができ ないと 見込ま れる 場合又



は、 補助事業の遂行が困難と なった場合においては、 速やかに様式第５ 号によ る 事故報告書を

県に提出し 、 その指示を受けなければなら ない。  

 

（ 申請の取下げ）  

第 10 条 規則第７ 条の規定によ る 申請の取下げをする こ と ができ る 期間は、 補助金交付決定の

日から 10 日以内と する 。  

 

（ 実績報告）  

第 11 条 規則第 12 条に規定する 実績報告書は、 様式第６ 号のと おり と する 。  

２  前項の実績報告書の提出期限は、 補助事業が完了し たと き （ 補助事業の廃止の承認を受けた

と き を含む。） は、 その日から 30 日を経過し た日又は当該会計年度の３ 月 10 日のいずれか早

い日ま でと する 。  

３  第６ 条第５ 項ただし 書き によ り 交付の申請をし た補助事業者は、 第１ 項の実績報告書を提出

する にあたって、 当該補助金に係る 消費税及び地方消費税に係る 仕入控除税額が明ら かな場合

は、 こ れを補助金から 減額し て報告し なければなら ない。  

４  第６ 条第５ 項ただし 書き によ り 交付を申請し た補助事業者は、 第１ 項の実績報告書を提出し

た後において、 消費税及び地方消費税の申告によ り 当該補助金に係る 消費税及び地方消費税に

係る 仕入控除税額が確定し た場合は、 その金額を消費税額及び地方消費税額の確定に伴う 報告

書（ 様式第７ 号） によ り 速やかに知事に報告する と と も に、 知事の返還命令を受けて、 当該消

費税及び地方消費税に係る 仕入控除税額の全部又は一部を返還し なければなら ない。  

 

（ 補助金の交付）  

第 12 条 こ の補助金は、 知事が必要と 認める と き は概算払で交付する も のと する 。  

２  規則第 15 条第１ 項に規定する 補助金交付請求書は、 様式第８ 号（ 精算） のと おり と する 。  

３  規則第 15 条第２ 項に規定する 補助金交付請求書は、 様式第９ 号（ 概算） のと おり と する 。  

 

（ 交付決定の取消等）  

第 13 条 知事は、 第７ 条第１ 項各号に掲げる 交付の条件を満たさ ないこ と が明ら かと なった場

合、 同条第２ 項の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び以下に掲げる 場合には、 交付

の決定の全部若し く は一部を取消し 又は変更する こ と ができ る 。  

（ １ ） 補助事業者が、 法令、 本要綱又は法令若し く は本要綱に基づく 県の処分若し く は指示に違

反し た場合 

（ ２ ） 補助対象者が、 補助金を本事業以外の用途に使用し た場合 

（ ３ ） 補助対象者が、 補助事業に関し て不正、 怠慢、 その他不適当な行為をし た場合 

（ ４ ） 補助対象者が交付の決定後生じ た事情の変更等によ り 、 補助事業の全部又は一部を継続す

る 必要がなく なった場合 

（ ５ ） 補助対象者及び補助金の交付を受けた者が第３ 条第２ 項及び同条第３ 項に該当する 者であ

る こ と が明ら かと なった場合 

２  知事は、 前項の取消し をし た場合において、 既に当該取消に係る 部分に対する 補助金が交付

さ れている と き は、 期限を付し て当該補助金の全部又は一部を返還さ せる こ と ができ る 。  

 

（ 補助事業の経理等）  



第 14 条 補助事業者は、 補助事業の経費については、 帳簿及び全ての証拠書類を揃え、 他の経理

と 明確に区分し て経理し 、 常にその収支状況を明ら かにし ておかなければなら ない。  

２  前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（ 廃止の承認を受けた場合を含む。） の日に属する

年度の終了後５ 年間、 県の要求があったと き は、 いつでも 閲覧に供せる よ う 保存し ておかなけれ

ばなら ない。  

 

（ 債権譲渡の禁止）  

第 15 条 補助事業者は、 規則第４ 条の規定に基づく 交付決定によ って生じ る 権利の全部又は一

部を県の承認を得ずに、 第三者に譲渡し 、 又は承継さ せてはなら ない。  

 

（ その他）  

第 16 条 こ の要綱に定める も ののほか、 補助事業に関し 必要な事項は別に定める 。  

 

附 則 

 こ の要綱は、 令和７ 年度分の補助金から 適用する 。  



別 表 １  （ 第５ 条関係）  

  

対象事業 

商店街等商業エリ アへの回遊・ 消費喚起を促すためのソフト 事業 

 

具体的な経費項目及び内容については別表２ に定めると おり と する。  

 

 

補助率 

補助上限額 

補助対象経費（ 別表２ ） の３ 分の２ 以内 

補助上限額： １ ０ ０ 万円 

※補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数がある場合は切り

捨てる。  

 

別 表 ２  （ 第５ 条関係）  

補助対象経費（ 経費項目ごと ）  

交付決定日から令和８ 年３ 月１ ０ 日までに完了した経費と する。  

なお、 証拠書類等によって支払金額等が確認できる経費に限る。  

経費項目 内容 

広報費 事業を効果的に実施するために必要な広告宣伝に要する経費 

印刷製本費 事業実施に必要なパンフレッ ト ・ リ ーフレッ ト 、 商店街マッ プ等の印刷製本に関する経費 

委託料 事業実施に必要な経費のう ち、 補助事業者が直接実施すること が困難なもの又は適当でない

ものについて、 他の事業者に行わせるために必要な経費 

使用料 事業実施に必要な場所や施設等の利用にかかる経費 

賃借料 事業実施に必要な機械器具等のリ ース・ レンタルに要する経費 

補助人件費 事業実施に必要な補助員（ アルバイト 等） に係る経費 

（ 例） 契約書等により 補助員の業務の内容を明らかにした上で、 補助員が当該事業以外にも

従事実績がある場合は、 業務日誌を備え、 当該事業の従事時間が明らかである場合に限る。  

消耗品費 事業実施に必要な物品（ ただし、 当該事業のみで使用されるこ と が確認できるもの） の購入

に要する経費 

その他 その他、 知事が事業実施に必要な経費と 認めるもの 

 ※いずれも、 補助事業以外の事業と 明確に区分できるも のに限る。  



様式第１号（第６条関係）         

 

年  月  日 

 

 佐賀県知事            様 

 

申請者 住  所 

                      名 称 

                      氏  名            

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付申請書 

 

下記のとおり、佐賀県商業エリア集客イベント事業を実施したいので、佐賀県商業

エリア集客イベント事業費補助金金    円を交付されるよう、佐賀県補助金等交

付規則及び佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、関

係書類を添えて申請します。 

記 

 

１ 事業計画書（別紙１）  

２ 事業完了予定年月日 令和  年  月  日 

３ 収支予算書（別紙２）※本事業分 

４ 誓約書（別紙３） 

５ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税申告書（別紙４） 

６ 添付書類 

 （１）見積書の写し又は積算の根拠となる資料 

  （２）規約・定款又は構成員等一覧 

 （３）担当部署の責任者及び担当者の所属部署・役職・氏名・連絡先を確認する 

ことができる書類 

（４）その他参考となる資料 

  



様式第１号別紙１（第６条関係） 

   

佐賀県商業エリア集客イベント事業費 事業計画書 

 

１ 申請者の概要  

申請者（団体）名：  

代表者職・氏名：  

所在地：（〒     －       ） 

 

 

連絡担当者名：  

電話番号： 

メールアドレス： 



２ 事業の概要 

１事業名  

２実施期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

３実施場所（住所）  

４事業の目的・ねらい 

 

 

 

 

５事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５事業実施の目標及び

その効果 

（具体的な数値目標等） 

 

 

 

 

６事業を周知するため

の方法 

 

 

 

７事業完了予定年月日 令和  年  月  日 

８商店街エリアを回遊

させるための工夫 

 

 

 

 

 



 様式第１号別紙２（第６条関係） 

 佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金 収支予算書 

 

（１） 収入の部                        （単位：円） 

区    分 金    額 内        訳 

県補助金 

（交付申請額） 
  

自己資金   

そ の 他   

計   

 

（２） 支出の部                  （単位：円） 

区分 金    額 内        訳 

使用料   

賃借料   

消耗品費   

補助人件費   

その他   

広報費   

印刷製本費   

委託料   

合計  
□ 税抜 

□ 税込 



様式第１号 別紙３（第６条関係） 

誓   約   書 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、県が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。 

また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における身分確認に利用

することに同意します。 

記 

１ 対象要件を満たしています。虚偽又は不正が判明した場合は、補助金の返還等に応じると

ともに、加算金の支払いに応じます。 

２ 佐賀県から検査・報告の求めがあった場合は、これに応じます。 

３ 対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付を受けた事業者名、

対象施設名等の情報を公表されることに同意します。 

４ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、更生開始手続開始又は民事再生手続開

始の申立てがなされている者ではありません。 

５ 参加申込書提出の６か月前から参加申込書提出の日までの間、金融機関等において手形

又は小切手が不渡りとなった者ではありません。 

６ 自己又は自団体若しくは自団体の役員等及び本事業を行う参加店舗について、次のいず

れにも該当する者ではありません。また、次に掲げる者が、その経営に実質的に関与して

いる法人その他の団体又は個人ではありません。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ  暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

７ ６のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又

は個人ではありません。 

令和  年  月  日   住   所 

               ※法人の場合は法人住所、個人事業主の場合、代表者住所 

              名称 

               ※団体名、法人名、個人事業主の場合は店名等 

              代表者氏名（自署）                     

代表者生年月日   年  月  日 



様式第１号 別紙４（第６条関係） 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税申告書 

 

１.消費税課税事業者です

か 

□はい □いいえ 

（１が「いいえ」の場合） 

次のどちらになりますか 

 

□免税事業者 □簡易課税事業者 

（１が「はい」の場合） 

２.当該事業にかかる仕入

税額控除の有無 

□有 □無 

２が「無」の場合はその理

由を記入してください 

 

 

 

 

２が「有」の場合は次のど

れに該当しますか。 

□交付申請書の提出時に仕入れ控除税額を差し引いた

補助金額で申請する。 

□実績報告書提出段階で仕入控除税額の対象となる消

費税及び地方消費税相当分が確定しているため、仕入控

除税額を差し引いた補助金額で報告する。   

□実績報告書提出段階では仕入控除税額の対象となる

消費税及び地方消費税相当分が確定していない。 

※確定後、速やかに「様式第７号」を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

        

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事            様 

 

 

補助事業者 住 所 

                      名  称 

                      氏 名             

 

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金変更承認申請書 

 

令和  年  月  日付け産政第    号で交付決定のあった佐賀県商業エリ

ア集客イベント事業費補助金について、下記の理由により事業の内容及び経費を変更し、

〔金        円の減額承認を受け〕たいので、佐賀県補助金等交付規則及び佐

賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、関係書類を添えて

申請します。 

 

記 

 

変更理由及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

注１）金額の変更のない変更申請の場合は、〔  〕は削除すること。 

注２）関係書類：補助金交付申請書に準じて作成し、変更前の事業の内容及び経費の配

分と変更後の事業の内容及び経費の配分を比較できるようにすること。 

 

  

 

 

 

 

 

 



様式第２号別紙（第７条関係） 

  佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金 収支予算書（変更） 

（１） 収入の部                        （単位：円） 

区    分 金額（変更前） 金額（変更後） 変更内容 

県補助金 

（交付申請額） 
   

自己資金     

そ の 他     

計     

 

（２） 支出の部                       （単位：円） 

小区分 金額（変更前） 金額（変更後） 変更内容 

使用料    

賃借料    

消耗品費    

補助人件費    

その他    

広報費    

印刷製本費    

委託料    

合計   
□ 税抜 

□ 税込 

 

  



様式第３号（第７条関係） 

        

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事            様 

 

 

補助事業者 住 所 

                      名  称 

                      氏 名             

 

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金に係る 

補助事業の中止（廃止）承認申請書 

 

令和  年  月  日付け産政第    号で交付決定のあった佐賀県商業エリ

ア集客イベント事業について、下記の理由により中止（廃止）したいので、佐賀県補助

金等交付規則及び佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づ

き、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）する理由 

 

２ 中止の期間（廃止日） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

        

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事            様 

 

 

補助事業者 住 所 

                      名  称 

                      氏 名             

 

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業遂行状況報告書 

 

令和  年  月  日付け産政第    号で交付決定のあった佐賀県商業エリ

ア集客イベント事業費補助金の遂行状況について、佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県

商業エリア集客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、関係書類を添えて報告

します。 

 

記 

 

 事業の遂行状況等   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 別紙（第８条関係） 

事業遂行状況 

１ 事業の遂行状況 

 

 

 

２ 収支の状況 

（１） 収入の部                        （単位：円） 

区    分 予算額 執行済額 備考 

県補助金    

自己資金     

そ の 他     

計     

 

（２） 支出の部                       （単位：円） 

区分 予算額 執行済額 備考 

使用料    

賃借料    

消耗品費    

補助人件費    

その他    

広報費    

印刷製本費    

委託料    

合計   □ 税抜 □ 税込 

  ※項目については、必要に応じて、適宜、追加、修正してください。（任意書式でも可） 

 

３ その他参考資料（事業の進捗状況が分かるもの） 

  

 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

佐賀県知事        様 

 

 

補助事業者 住 所 

                      名  称 

                      氏 名   

                 

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金事故報告書 

 

 令和  年  月  日付け産政第    号で交付決定のあった佐賀県商業エリ

ア集客イベント事業費補助金について、佐賀県補助金等交付規則及佐賀県商業エリア集

客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、補助事業の事故について下記のとお

り報告します。 

 

記 

１ 事故の原因及び内容 

 

２ 事故に係る金額 

 

３ 事故に対して取った措置 

 

４ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 



様式第６号（第１１条関係） 

        

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事            様 

 

 

補助事業者 住 所 

                      名  称 

                      氏 名             

 

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金実績報告書 

 

令和  年  月  日付け産政第  号で交付決定(令和  年  月  日付け

産政第  号で変更決定)のあった佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金につい

て、下記のとおり実施したので、佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県商業エリア集客イ

ベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 事業完了年月日 令和  年  月  日 

２ 事業実績書（別紙１） 

３ 収支決算書（別紙２） 

４ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税申告書（別紙３） 

５ 事業実施を証する写真等 

６ 支出の内容や証拠を示す資料（経費支出の証拠書類等） 

７ その他参考となる資料 

 

  



様式第６号 別紙１（第１１条関係） 

事業実績書 

 概要 

１ 事業名   

２ 
事業の概要 

（箇条書） 

 

 

 

 

 

  

３ 実施期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

４ 実施場所（住所）  

５ 

事業達成目標 

に対する実績 

及びその効果 

・目標 

 

 

 

・実績 

 

 

 

・効果 

 

 

 

６ 
実施した 

事業周知の方法 

 

 

 

 

 

 

  



様式第６号 別紙２（第１１条関係） 

 

収支決算書 
１） 収入の部                        （単位：円）  

区    分 申請金額 決算額 内訳 

県補助金 

（交付決定額） 
   

自己資金     

そ の 他     

計     

 

（２） 支出の部                                     （単位：円）   

区分 申請金額 決算額 内訳 

使用料    

賃借料    

消耗品費    

補助人件費    

その他    

広報費    

印刷製本費    

委託料    

合計   
□ 税抜 

□ 税込 

 

 

  



様式第６号 別紙３（第１１条関係） 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税申告書 

 

１.消費税課税事業者です

か 

□はい □いいえ 

（１が「いいえ」の場合） 

次のどちらになりますか 

 

□免税事業者 □簡易課税事業者 

（１が「はい」の場合） 

２.当該事業にかかる仕入

税額控除の有無 

□有 □無 

２が「無」の場合はその理

由を記入してください 

 

 

 

 

２が「有」の場合は次のど

れに該当しますか。 

□交付申請書の提出時に仕入れ控除税額を差し引いた

補助金額で申請した。 

□実績報告書提出段階で仕入控除税額の対象となる消

費税及び地方消費税相当分が確定しているため、仕入控

除税額を差し引いた補助金額で報告した。   

□実績報告書提出段階では仕入控除税額の対象となる

消費税及び地方消費税相当分が確定していない。 

※該当する場合は確定後、速やかに「様式第７号」を提

出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１１条関係） 

        

年  月  日 

 

 佐賀県知事            様 

 

 

補助事業者 住 所 

                      名称 

                      氏 名           

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金に係る 

消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書 

 

令和  年  月  日付け産政第   号で交付決定のあった佐賀県商業エリア

集客イベント事業費補助金について、仕入控除税額が確定したので、佐賀県補助金等交

付規則及び佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、関係

書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額（知事が確定通知書により通知した額）  金          円 

 

２ 補助金の確定時における消費税額及び地方消費税額に係る仕入控除税額 

                          金          円 

 

３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額                     金          円 

 

４ 補助金返還相当額（＝３－２）          金          円 

 

注１）別紙として積算の内訳を添付すること。 

注２）課税事業者の場合であっても、単純に補助金の８％又は１０％相当額が消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額とならない場合もあるので注意すること。 

 

 

  

 



様式第８号（精算）（第１２条関係） 

        

年  月  日 

 

 佐賀県知事            様 

 

補助事業者 住 所 

                      名 称 

                      氏 名             

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付請求書（精算） 

 

令和  年  月  日付け産政第    号で額の確定のあった佐賀県商業エリ

ア集客イベント事業費補助金のうち、下記の金額を交付されるよう佐賀県補助金等交付

規則及び佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、請求し

ます。 

 

記 

 

請求額    金           円 

 

① 確定額 金         円 

② 既交付済額 金         円 

③ 今回請求額（①-②） 金         円 

 

○振込口座  

 

 

 

フリガナ  

口座名義  

振込先 
銀行 

信用金庫         支店 

口座種目 普通・当座 口座         



様式第９号（概算）（第１２条関係） 

        

年  月  日 

 

 佐賀県知事            様 

 

補助事業者 住 所 

                      名 称 

                      氏 名             

 

佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付請求書（概算） 

 

令和  年  月  日付け産政第   号で交付決定のあった佐賀県商業エリア

集客イベント事業費補助金のうち、下記の金額を交付されるよう佐賀県補助金等交付規

則及び佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金交付要綱の規定に基づき、請求しま

す。 

 

記 

 

請求額    金           円 

①交付決定額 金         円 

②概算払請求金額 金         円 

③交付済額 金         円 

④未交付補助金残額（①-②-③） 金         円 

 

○振込口座  

 

 

フリガナ  

口座名義  

振込先 
銀行 

信用金庫   支店 

口座種目 普通・当座 口座         


